
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年１２月１４日（火） ８：１６～８：２７ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

金 子 恭 之 国務大臣（総務大臣） 

古 川 禎 久 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

末 松 信 介 国務大臣（文部科学大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（厚生労働大臣） 

金 子 原二郎 国務大臣（農林水産大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

山 口 壯 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

牧 島 かれん 国務大臣（デジタル大臣，内閣府特命担当大臣） 

西 銘 恒三郎 国務大臣（復興大臣，内閣府特命担当大臣） 

二之湯 智 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小 林 鷹 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

堀 内 詔 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣） 

若 宮 健 嗣 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○国会提出案件    １件 

○政令        ６件 

○人事        ３件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，木原副長官から御説明申し上げます。 

○木原内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，信・解任状に認

証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，「クウェート国」，「ケ

ニア国」及び「モルディブ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状

及び解任状であります。 

次に，第２０４回国会において採択された請願８５９件の処理経過を国会に報告

することについて，御決定をお願いいたします。 

次に，政令６件について，御決定をお願いいたします。まず，「警察庁組織令等の

一部を改正する政令」は，民法の一部改正法の施行に伴い，関係政令の規定の整理

等を行うものであります。 

次に，「民法等の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を令和５年４

月１日等とするものであり，「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に

関する法律の施行期日令」は，同法の施行期日を令和５年４月２７日とするもので

あります。 

次に，「会社法の一部改正法の一部の施行期日令」は，同改正法のうち，株主総会

資料の電子提供制度の創設等に係る施行期日を令和４年９月１日とするものであ

ります。 

次に，「在外公館名称位置給与法の一部改正法の一部の施行期日令」は，同改正法

のうち，在ダナン日本国総領事館の新設に関する規定の施行期日を令和４年１月１

日とするものであります。 

次に，「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強

化に関する法律施行令の一部を改正する政令」は，農協等の信用事業を暫定的に譲

り受ける特定承継会社の預貯金口座についても，公的給付の受取口座として登録す

ることが可能となるよう，所要の規定の整備を行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，水産庁増殖推進部長黒萩真悟外

１名に，日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合

における漁業の分野の相互の関係に関する協定に基づく日ソ漁業委員会第３８回

会議日本政府代表代理を命ずることについて，御決定をお願いいたします。 

次に，地方財政審議会委員５名の任命につき，両議院の同意を求めることについ

て，お手元に配布しております資料のとおり，御決定をお願いいたします。 

次に，西山哲男外１６５名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。

なお，元衆議院議員唐澤俊二郎を正三位に叙するものがあります。 

○松野国務大臣：次に，私から，「認知症施策推進関係閣僚会議の開催について」の一

部改正について，申し上げます。認知症に係る諸課題について，関係行政機関の緊

密な連携の下，政府一体となって総合的な対策を推進するため，「認知症施策推進

関係閣僚会議」を開催しているところ，今般の組閣に伴い，「認知症施策推進関係閣

僚会議の開催について」を一部改正し，構成員の「働き方改革担当大臣」を削除し，
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「経済再生担当大臣」を「新しい資本主義担当大臣」に改めることといたしますの

で，御了解をお願いいたします。 

これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和３年 

12月 14日 

◎ 一 般 案件

   ☆ クウェ ー ト 国駐 箚特 命 全 権大 使森 野 泰 成外 ２名 に

交 付 すべ き 信任 状 及 び前 任特 命 全 権大 使高 岡 正 人

外 ２ 名の 解 任状 に つ き認 証を 仰 ぐ こと につ い て

（ 決 定）              （外 務 省 ）

◎ 国会 提 出 案件

 ○ 第 ２ ０４回 国 会 の衆 議院 及 び 参議 院に お い て採 択

さ れ た 「 法 務局 ・ 更 生保 護官 署 ・ 入国 管理 官 署 及

び 少 年 院 施 設の 増 員 に関 する 請 願 」外 ８５ ８ 件 の

処 理 に つ い て（ 決 定 ）       （ 内閣 官 房 ）

◎ 政 令 

○ 警 察庁 組 織令 等 の 一部 を改 正 す る政 令（ 決 定 ）

（ 警 察 庁） 

〃 ○ 民法等 の 一 部を 改正 す る 法律 の施 行 期 日を 定め る

政 令 （決 定 ）            （法 務 省 ）

〃 ○ 相続等 に よ り取 得し た 土 地所 有権 の 国 庫へ の帰 属

に 関 する 法 律の 施 行 期日 を定 め る 政令 （決 定 ）

（ 同 上） 

〃 ○ 会社法 の 一 部を 改正 す る 法律 の一 部 の 施行 期日 を

定 め る政 令 （決 定 ）          （ 同 上 ）

〃 ○ 在外公 館 の 名称 及び 位 置 並び に在 外 公 館に 勤務 す

る 外 務公 務 員の 給 与 に関 する 法 律 の一 部を 改 正 す

る 法 律の 一 部の 施 行 期日 を定 め る 政令 （決 定 ）

（ 外 務 省 ） 

〃 ○ 農林中 央 金 庫及 び特 定 農 水産 業協 同 組 合等 によ る

信 用 事業 の 再編 及 び 強化 に関 す る 法律 施行 令 の 一

部 を 改正 す る政 令 （ 決定 ）

（ 農 林 水産 省・ 金 融 庁） 

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
な し

〔 別 添 〕

4



◎ 人  事 

〇 水 産庁 増 殖推 進 部 長黒 萩真 悟 外 １名 に日 本 国 政府

と ソ ヴ ィ エ ト社 会 主 義共 和国 連 邦 政府 との 間 の 両

国 の 地 先 沖 合に お け る漁 業の 分 野 の相 互の 関 係 に

関 す る 協 定 に基 づ く 日ソ 漁業 委 員 会第 ３８ 回 会 議

日 本 政 府 代 表代 理 を 命ず るこ と に つい て（ 決 定 ） 

〃 ○ 地方 財政 審 議 会委 員の 任 命 につ き， 両 議 院の 同意

を 求 め る こ とに つ い て（ 決定 ）

〃 ○ 東北 大学 名 誉 教授 西山 哲 男 外１ ６５ 名 の 叙位 又は

叙 勲 に つ い て（ 決 定 ）

〔 ○ 署 名あ り ☆ 署 名な し〕

資 料
あ り  
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